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1 何が議論されているのか

金銭債務の不履行の場合における損害賠償

1　金銭債務における免責の余地

2　利息超過損害の賠償の許容

［注1］　 法制審議会の状況は、http://www.moj.go.jp/SHINGI/saiken_
index.htmlにて確認することができます。本稿の問題は、第3回会議
（平成22年1月26日開催）の配布資料5-2「民法（債権関係）の改正
に関する検討事項（1）詳細版」56頁に記載されています。

［注2］　最判昭和48年10月11日判例時報723号44頁

【3.1.1.72】金銭債務の特則
〈1〉 金銭債務の不履行による損害賠償において、債

権者は、法定利率によって定められた額（約定
利率が法定利率を超えるときは、約定利率に
よって定められた額）の賠償を請求することが
できる。

〈2〉 〈1〉の損害賠償については、債権者は、損害の
証明をすることを要しない。

〈3〉 債権者は、【3.1.1.67】の定めるところに従い、〈1〉
に定められた額を超えた損害の賠償を請求する
ことを妨げられない。

2 改正の基本方針の内容

金銭債務の不履行に

［注3］　 民法（債権法）改正検討委員会編『債権法改正の基本方針』別冊
NBL126号〔2009年〕142頁

　　　　 民法（債権法）改正検討委員会編『詳解債権法改正の基本方針Ⅱ』商
事法務〔2009年〕280頁

［注4］　前掲「詳解債権法改正の基本方針」281頁。
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Ⅰ 金銭債務の特則
民法改正問題特別委員会 委員　川 上 　 良
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おいて利息超過損害の請求を認めること 民法第

419条3項を削除し金銭債務の絶対無過失責任を排除

すること

3 実務への影響

1　利息超過損害とは？

2　多様な損害と抗弁の出現

［注5］　潮見佳男「債権総論〔第2版〕Ⅰ」信山社〔2003年〕377頁以下に詳しい。
［注6］　  前掲「詳解債権法改正の基本方針」281頁 

能見善久「注釈民法（10）」有斐閣〔昭和62年〕664頁
［注7］　前掲 能見善久「注釈民法（10）」有斐閣〔昭和62年〕664頁
［注8］　 「月刊大阪弁護士会2月号」〔2010年vol62〕22頁以下、松尾委員

の解説参照。

原告から多種多様な損害主張が

なされる一方、被告からの抗弁も増加する

3　金銭債務以外への影響

［注9］　前掲「詳解債権法改正の基本方針」283頁 脚注8）
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4　金銭債務の不履行と免責の可能性

絶対無過失責任

1 基本方針の概要

契約に共通する解釈ルール

本来的解釈・規範的解釈・補充的解釈

約款と消費者契約

の場合の解釈の方法

2 契約共通の解釈

1　本来的解釈【3.1.1.40】

契約は、当事者の共通の意思に従って解釈されな
ければならない

契約当事者の意思が共通である場合

2　規範的解釈【3.1.1.41】

契約は、当事者の意思が異なるときは、当事者が当該
事情のもとにおいて合理的に考えるならば理解したで
あろう意味に従って解釈されなければならない。

契約当事者の意思が共通でないときにどう決めるの

か

Ⅱ 契約の解釈
民法改正問題特別委員会 委員　入 江 教 之



28　月刊 大阪弁護士会 ̶ OBA Monthly Journal 2010.3

3　補充的解釈【3.1.1.42】

【3.1.1.40】および【3.1.1.41】により、契約の内
容を確定できない事項が残る場合において、当事
者がそのことを知っていれば合意したと考えられ
る内容が確定できるときには、それに従って解釈
されなければならない。

契約当事者が何も決めて

いない事柄

4　明文化は必要か

3 個別類型での解釈【3.1.1.43】

〈1〉 約款の解釈につき、【3.1.1.40】および【3.1.1.41】
によってもなお、複数の解釈が可能なときは、
条項使用者に不利な解釈が採用される。

〈2〉 事業者が提示した消費者契約の条項につき、
【3.1.1.40】および【3.1.1.41】によってもなお、
複数の解釈が可能なときは、事業者に不利な
解釈が採用される。

1　個別ルールは原則として規定しない

2　約款・消費者契約での個別ルール（不明確準則）

不明確準則

使用者不利の原則

契約条項使

用者不利の原則

3　評価と問題点
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4 おわりに

1 基本方針における規律の概要

1　従前の議論の状況

2　基本方針における規律

「証券的債権」に関する規定を設け

ることは見送られ

［注10］　 「証券的債権」に関する規定を設けることが排除されているもので
はない。

譲渡や債務の消滅に関連する事項

債権を表示する

有価証券に関し必要な特

則として位置付けられています

Ⅲ 有価証券
民法改正問題特別委員会 委員　阿 部 宗 成
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3　有価証券概念

権利が表章されている紙片（証券）

が存在するもの

2 指図証券

指図証券

1　譲渡

2　裏書の方式

［注11］　同条項を存置すべきという考え方も付記されている。

3　裏書の単純性および一部裏書の禁止

4　形式的資格及び裏書の連続した指図証券の善意取得

5　人的抗弁の切断

6　受戻証券性

7　履行場所

8　履行遅滞
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9　支払免責

3 持参人払証券

持参人払証券

1　譲渡

2　形式的資格及び善意取得

3　人的抗弁の切断

4　受戻証券性

5　履行場所

6　履行遅滞

7　支払免責

4 有価証券喪失の場合の権利行使方法

1　公示催告手続の利用
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2　公示催告の申立人による除権決定前の権利行使

5 弁護士会意見

1 はじめに

2 要物契約性の不採用

1　要物契約性不採用の提案

要物契約性を不採用

諾成的合意に基づく消費貸借

の成立を認める

2　貸す債務と返す債務との関係

3　目的物引渡前の法律関係

Ⅳ 消費貸借に関する改正提案
民法改正問題特別委員会 委員　石 川 直 基
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（当座貸越契約との関係）

当座貸越契約

（引渡請求権の譲渡）

引渡請求権の債権譲渡

（貸す債務の不履行）

貸す債務の不

履行

4　諾成的消費貸借デフォルト化に対する評価
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3 引渡前解除権

1　引渡前解除権についての提案

引渡前解除権を規

定すること

2つの提案

2　基本方針に対する評価

乙案を修正し、次のような規律にすべきとの

意見
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4 消費貸借と抗弁の接続

1　抗弁接続の規定を置くことの提案

第三者型与信契約における抗弁の接

続

2　抗弁接続規定存置に関する基本方針についての評価

3　抗弁接続の要件についての提案

抗弁の接続を認める要件

4　抗弁接続の要件に関する基本方針についての評価
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抗弁接続の要件

として③の要件を削除すべきとの意見

1 条件および期限

1　基本方針の立場

期限の利益の喪失

債務者による担保の喪失・損傷・減少と（ii）担保の

不提供の場合について、当然に期限が到来したものと

みなすとの変更提案

2　問題点

Ⅴ 総則部分の時効関連事項
民法改正問題特別委員会 委員　金 井 美 智 子
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2 形成権に係る期間制限

1　基本方針の立場

一定の期間制限に服することを明示

法律に別段の定めがない限り、期間につ

いては、債権時効に併せること

2　意見書の立場

3 債権時効制度の新設と従前からの
取得時効・消滅時効について

1　基本方針の立場

新設する債権時効制度について

債権

編に規定すること

2　問題点


